
藤沢駅南口３９１地区に関する都市計画の
決定・変更について

第183回藤沢市都市計画審議会
資料１

議第１号
藤沢都市計画高度利用地区の変更
藤沢駅南口３９１地区

議第２号
藤沢都市計画第一種市街地再開発事業の決定
藤沢駅南口３９１地区第一種市街地再開発事業

議第３号
藤沢都市計画地区計画の決定
藤沢駅南口３９１地区地区計画
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2本地区の位置

藤沢駅周辺

片瀬・江の島

村岡新駅周辺

辻堂駅周辺

辻堂駅

藤沢駅

片瀬江ノ島駅

藤沢駅周辺（都市拠点）

市域及び広域における拠点的な商
業・業務地として湘南の玄関口とし
ても役割を高めながら、南北間の連
携を強化した多機能回遊型の中心市
街地をめざす

市域図

本地区



3都市計画案の区域

JR藤沢駅

小田急藤沢駅

藤沢市役所

分庁舎

北口駅前広場

江ノ電

藤沢駅 都市計画案の区域

CDビル

ダイヤモンドビル

フジサワ名店ビル



4都市計画案の区域（航空写真）

JR藤沢駅

小田急藤沢駅

藤沢市役所

分庁舎

北口駅前広場

江ノ電

藤沢駅
都市計画案の区域



5本地区の目標

安心・安全な市街地の形成



本地区の目標

安心・安全な市街地の形成

CDビル

フジサワ名店ビル

JR藤沢駅

JR東海道本線



5本地区の目標

安心・安全な市街地の形成

駅前交通環境の改善



本地区の目標

駅前交通環境の改善

歩行者通行量：約2.6万人
（平日７時～１９時）

歩行者通行量：約2.3万人
（平日７時～１９時）

歩行者通行量：約2.0万人
（平日７時～１９時）



5本地区の目標

安心・安全な市街地の形成

駅前交通環境の改善
駅前再生の核となる
都市機能の強化



6都市計画案の概要

生活支援
ゾーン
①高度利用地区 ②第一種市街地再開発事業 ③地区計画

藤沢駅南口３９１地区第一種
市街地再開発事業の都市計画決
定にあたり、事業区域内の土地
の高度利用と都市機能の更新を
図るため、次の内容を都市計画
に定める。

街区内の敷地の統合と公共施
設の再編整備、共同建築物の整
備を行うことで、土地の合理的
かつ健全な高度利用と都市機能
の更新を図るため、次の内容を
都市計画に定める。

藤沢駅南口３９１地区第一種
市街地再開発事業の都市計画決
定にあたり、安全・安心な市街
地の形成、駅前交通環境の改善
、にぎわい・交流機能の強化を
図るなど、藤沢駅周辺地区の活
性化をけん引する市街地を形成
するため、次の内容を都市計画
に定める。《都市計画の内容》

①面積

②建築物の容積率の最低限度

③建築物の容積率の最高限度

④建築物の建蔽率の最高限度

⑤建築物の建築面積の最低限度

⑥壁面の位置の制限

《都市計画の内容》

①名称

②面積

③公共施設の配置及び規模

④建築物の整備に関する計画

⑤建築敷地の整備に関する計画

《都市計画の内容》

①名称

②位置

③面積

④区域の整備・開発及び保全の方針

⑤地区整備計画

①高度利用地区：変更
②第一種市街地再開発事業：決定
③地区計画：決定



高度利用地区 計画図 7



高度利用地区 計画図（壁面の位置の制限） 8



高度利用地区 計画書 9



高度利用地区 理由書 10

本地区においては老朽化した建物の更新により耐震性の向
上を図るとともに、商業、業務、宿泊等の機能集積により藤
沢都心部の再生をけん引する都市機能の充実を図る。また、
街区内の敷地の統合と駅前広場の一部再整備による都市基盤
の機能更新とあわせた広場や歩行者空間の整備により南北間
の連携や駅周辺における回遊性の向上を図る。さらに、駅前
広場と一体的な空間整備により、湘南の玄関口・顔にふさわ
しい都市環境を創出する。

そのため、本案は藤沢駅南口３９１地区約０．５ｈａにお
いて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を
図るとともに、良好な市街地環境を形成するため、藤沢駅南
口３９１地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定とあわ
せて、本案のとおり高度利用地区を変更するものです。



高度利用地区 都市計画を定める土地の区域 11

追加する部分 藤沢市南藤沢地内

削除する部分 な し

変更する部分 な し



第一種市街地再開発事業 計画図 12



第一種市街地再開発事業 計画図（公共施設） 13



第一種市街地再開発事業 計画書 14



第一種市街地再開発事業 計画書 15



第一種市街地再開発事業 理由書 16

本地区においては老朽化した建物の更新により耐震性の向
上を図るとともに、商業、業務、宿泊等の機能集積により藤
沢都心部の再生をけん引する都市機能の充実を図る。また、
街区内の敷地の統合と駅前広場の一部再整備による都市基盤
の機能更新とあわせた広場や歩行者空間の整備により南北間
の連携や駅周辺における回遊性の向上を図る。さらに、駅前
広場と一体的な空間整備により、湘南の玄関口・顔にふさわ
しい都市環境を創出する。

そのため、本案は藤沢駅南口３９１地区約０．５ｈａにお
いて、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を
図るとともに、良好な市街地環境を形成するため、高度利用
地区の変更とあわせて、本案のとおり藤沢駅南口３９１地区
第一種市街地再開発事業を都市計画決定するものです。



第一種市街地再開発事業 都市計画を定める土地の区域 17

追加する部分 藤沢市南藤沢地内

削除する部分 な し

変更する部分 な し



地区計画 計画図 18



地区計画 計画図（地区施設） 19



地区計画 計画書 20



地区計画 計画書 21



地区計画 計画書 22



地区計画 理由書 23

本地区においては老朽化した建物の更新により耐震性の向
上を図るとともに、商業、業務、宿泊等の機能集積により藤
沢都心部の再生をけん引する都市機能の充実を図る。また、
街区内の敷地の統合と駅前広場の一部再整備による都市基盤
の機能更新とあわせた広場や歩行者空間の整備により南北間
の連携や駅周辺における回遊性の向上を図る。さらに、駅前
広場と一体的な空間整備により、湘南の玄関口・顔にふさわ
しい都市環境を創出する。

そのため、本案は藤沢駅南口３９１地区約０．５ｈａにお
いて、市街地再開発事業等による、駅前広場等の都市基盤の
整備や敷地の共同化を促進した土地の高度利用とあわせて、
空地の確保や回遊性のある歩行者ネットワークの形成、駅前
にふさわしい都市機能の誘導等を図るため、本案のとおり藤
沢駅南口３９１地区地区計画を決定するものです。



地区計画 都市計画を定める土地の区域 24

追加する部分 藤沢市南藤沢地内

削除する部分 な し

変更する部分 な し



前回報告からの主な手続きについて 25

令和５年３月２９日 第１８２回都市計画審議会

公聴会における公述意見の要旨と市の考え方を報告

令和５年４月１７日～５月１日

都市計画の案の縦覧 【縦覧者 ２人】

意見書の提出 【 １人 ３通 】

令和５年３月１５日～４月１４日

神奈川県との法定協議



意見書の提出結果 26

意見書の提出（ １人 ３通 ）

藤沢都市計画高度利用地区の変更 １通（反対）

藤沢都市計画第一種市街地再開発事業の決定 １通（反対）

藤沢都市計画地区計画の決定 １通（反対）



意見書の要旨と市の見解 27

意見書の要旨 （反 対）

理由書には、「本地区においては、老朽化した建物の耐震化の促進が喫緊
の課題であること、３棟が各々に建設され接続されたことにより共用部が重
複していることなどから、健全な利用がなされていない状況にある。」と記
載されています。
しかし、「老朽化した建物の耐震化の促進が喫緊の課題であること」から、

直ちに「健全な利用がなされていない状況にある」とはいえません。実際Ｃ
Ｄビルは老朽化した建物の耐震化の課題を抱えていますが、多くのテナント
が入り営業を展開しており、十分に健全な利用がなされています。
本事業はＣＤビルの関係者ひいてはテナントの営業を蔑ろにし、一方的に

耐震化の選択肢を奪うものです。ＣＤビルについては、本事業の対象地区か
ら除外していただきたい。

【高度利用地区】



意見書の要旨と市の見解

本都市計画案は、複数の敷地に区分された土地を集約し、既存建築物の重
複した共用部を統合し、高度利用するとともに、老朽化した建物の更新によ
り、耐震性の向上を図り、藤沢都心部の再生に必要なにぎわい・交流をけん
引する商業・業務施設及び宿泊施設等の機能を集積し、道路、広場、歩道状
空地、歩行者通路等を整備することで、多くの市民、来訪者の利便性の向上
に資することを目指しています。
特に当該計画案は、高度利用地区として、建築物の敷地の統合を促進し、

小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保
することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新を図るもの
としています。
また、当該地区における交通については、歩行者・自転車・自動車動線が

輻輳していることから、広場及び歩道状空地を確保し、歩行者の安全性を向
上させるとともに、誰でも利用できる駐輪場やバス乗降場の整備などを行う
ことで、藤沢駅南口の交通広場の機能向上に寄与するものと考えています。
これらの理由から、当該計画案の区域から土地の一部を除くことは、本都

市計画の目指す姿を達成できないものと考えています。

市の見解

28

【高度利用地区】



意見書の要旨と市の見解 29

意見書の要旨 （反 対）

ＣＤビルは、テナントの営業継続を考慮して耐震補強を検討しており、Ｃ
Ｄビル関係者で耐震補強に向けた合意形成を行っていました。本事業はその
ような合意形成を蔑ろにし、耐震補強の選択肢を一方的に奪うものです。
また、本事業には手続上の問題（反対意見を意図的に蔑ろにする）があり

ます。当該都市計画提案を受けた市は、都市計画の決定又は変更をする必要
があるかどうかを判断するに当たり、藤沢市都市計画の提案に関する規則第
８条第５号に基づき、土地所有者等に十分な説明が行われ、基本的な理解が
得られていることを総合考慮事由の一つとして考慮しなければならないとさ
れています。
しかし、これまで反対者に対して十分な説明や基本的な理解獲得に努めて

きたとは言えず、藤沢市においても反対意見を十分認識していながら反対意
見には極力触れず、ここまでの手続が進んできました。
本事業は関係者の財産権に大きな影響を及ぼすため、十分な合意形成のも

とに進められるべきものであることから、今回の手続上の問題を看過するこ
とはできません。

【第一種市街地再開発事業】



意見書の要旨と市の見解

本件については、提案者から法令に定められた都市計画提案を受け、本市
が評価を行い、都市計画決定及び変更をする必要があると判断しております。
藤沢市都市計画の提案に関する規則第８条第５号に基づく、本市判断の評

価項目の一つである「周辺住民等との調整」とは、「土地所有者等」及び
「周辺住民」の両方から提案の趣旨、必要性について基本的な理解を得られ
ていることです。
「土地所有者等」から基本的な理解が得られていると評価した根拠につい

ては、提案時の同意状況で判断しております。
なお、「周辺住民」から基本的な理解が得られていると評価した根拠につ

いては、提案者が開催した説明会の実施状況等で判断しております。
本市としては、これらの判断から、基本的な理解を得られていると考えて

おります。

市の見解
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【第一種市街地再開発事業】



意見書の要旨と市の見解 31

意見書の要旨 （反 対）

本提案は、周辺住民への説明会の説明のみがなされ、市の評価項目である
「周辺住民等との調整」において、基本的な理解は得られている旨の評価が
なされています。
本提案は土地所有者等への説明及び基本的な理解を得るよう努めたものと

はいえず、また、本提案には土地所有者等への説明に関する調書及び土地所
有者等への説明のために使用した資料が添付されておらず、さらには、市の
判断において土地所有者等への説明会の説明及び基本的な理解を得ているか
否かについて考慮がされていないという問題があります。
このように手続上の問題があるにもかかわらず、都市計画決定がなされ、

反対しているＣＤビルまで対象になることは到底受け入れられません。

【地区計画】



意見書の要旨と市の見解

本提案は、基本的理解を得られるよう周辺住民だけでなく、土地所有者等
も対象とした説明会を提案者が開催しております。
また、都市計画提案者からは、土地所有者等に対し、機会を捉えて説明す

るとともに都市計画提案の同意を求める際には、提案内容を書面により郵送
していることを確認しております。
藤沢市都市計画の提案に関する規則第８条第５号に基づく、本市判断の評

価項目の一つである「周辺住民等との調整」とは、「土地所有者等」及び
「周辺住民」の両方から提案の趣旨、必要性について基本的な理解を得られ
ていることであり、これらを考慮して判断しております。
「土地所有者等」から基本的な理解が得られていると評価した根拠につい

ては、提案時の同意状況で判断しております。
なお、「周辺住民」から基本的な理解が得られていると評価した根拠につ

いては、提案者が開催した説明会の実施状況等で判断しております。
本市としては、これらの判断から、基本的な理解を得られていると考えて

おります。

市の見解
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【地区計画】



今後の予定 33

令和５年５月３１日 第１８３回藤沢市都市計画審議会・付議

令和５年６月中（予定） 都市計画決定・変更 （告 示）


